
諺
ん
で
新
年
め

　　

@
委
農
ゲ
乏
申
レ人

キ
袈
ρ
誉

　
明
け
ま
一
て
お
め
．
て
と
う
ビ
ざ
い
生
す
．
看
・
酵
鼻
に
胸
を
ふ
く
ら
土
督
斬
し
い
午
’
と
お
健
ヤ
い
に
お

崖
び
申
し
上
げ
生
す
。

　
昨
年
。
市
長
と
し
て
市
民
の
皆
様
の
付
託
を
得
生
し
た
ヒ
ヒ
に
　
大
ま
奪
格
塑
ヒ
ど
で
あ
っ
た
忍
一

も
に
，
黄
経
の
重
大
さ
を
痛
塾
風
し
た
一
年
で
も
ご
ざ
い
土
1
た
。
　
と
の
間
「
、
市
民
の
皆
縁
の
に
勧
一
t
一
一

し
た
こ
と
に
深
甚
な
ろ
敬
意
と
感
謝
を
申
」
上
げ
ま
す
。

　
就
任
し
て
二
年
目
に
λ
る
今
年
は
、
更
に
そ
の
実
行
力
が
関
わ
れ
毒
手
で
も
ご
ざ
い
上
す
。
章

う
い
が
や
き
づ
く
り
ト
ー
2
な
ど
で
お
幸
し
い
た
し
生
し
た
3
；
藁
ト
の
実
現
こ
モ
が
温

す
る
こ
ど
ど
存
じ
，
そ
の
推
進
に
向
け
て
プ
・
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
上
る
実
働
孤
城
を
編
成
し
、
一
一
一
一

ま
す
。福

署
ね
は
、
所
信
春
盟
‡
、
構
造
政
幸
は
推
進
し
つ
つ
「
自
i
三
審
協
畜
讐
遼
一
：

ち
ま
さ
れ
、
四
民
の
信
頼
な
く
」
て
ぜ
ん
な
欧
憲
や
改
革
も
実
現
で
き
な
い
旨
を
罵
べ
ら
れ
諦
一
階
塗

上
う
消
費
者
や
生
活
着
の
視
ゑ
に
・
壬
た
行
政
へ
の
発
想
の
転
換
穿
強
類
さ
れ
て
お
う
童
す
感

気
の
皆
禄
と
の
相
互
理
解
，
ね
互
協
力
を
得
ら
れ
¢
い
こ
ヒ
に
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
底
一
。
一

　
ナ
壬
高
齢
社
会
の
真
っ
只
ナ
と
い
う
厳
し
い
状
幌
で
は
ご
ざ
い
生
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
而
炉
一
一
一

壕
菱
写
、
義
憲
専
る
も
づ
；
の
謹
話
写
ま
い
等
｛
鍔
鋒
鵜

　
今
猛
と
も
．
市
政
に
村
し
ま
し
て
ま
わ
も
ぬ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
上
す
上
一
葦
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市民の目でチェック！人吉市入札監視委員会

｛

　r「fがf崖1「iすろ建．i琵「「1羊：二閃して。ノ、忙・契約一Fr務が適しliにlfわれるため：一二．ノ諦L監視委ilfぞを設i崖しました

1・il委員会では．入札・契約一1「防の指名Fll由や経緯などを一群議して、IllII度の改rη．一一一一！などを必一功に応じて巾長に捉

1マL生す　 ニプLl土．1日ilrlr｝藁ウ“マニマ■ス1・ウ｝ひと一コで．　ノートL改一了1を虹の住し『〔」・く二とオIII「1『rで一幸　なお，1融

I　III「のr！例会rd－1堤どil　I11511に「1脈i措定です　i？議の置要は，、†・一ムヘージなど■～圭一llllしていきまず

【入札監視委員の皆さん］
　　　　『“一一一　≡「一■

委員長　襯III満さん1町内ゴ」ま嘱ll置i一連r↑｛編II皇1臼

　　　コ　コ　ニ　じ　　　　ララ　す

委員判こll虫さ“一観Plll一一芋Ef？保1項勇f肚｝、’一IEII慧1＝さ，・隈継1　【問合せ】

　　　　燐鉱“1義y揺げ一、一∫1荷［1会議1印1職m．Ilrlll　l・池さん1テf護トニ1　　　市管理課契約検査係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宜22－2111

　平成20年度の指名競争入札　参加資格審査追加受付　　　　　　　内線2441）

　【物品製造1　　　　　　　　　　　　　　　　　　お詳
　　受付期同　2月］口（金〕㌔3月31日　〔月｝※上・日．祝「1除く　　　たし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ずく　　　　　　●　・
　　提出書類　rIT請書〔IlfホームベージからダウンロードrIDなど　　　　ねは
　　提出’問合せ　市財政課管財簾1廿22－2111内線232D　　　　く　こ　　　　　　ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ　ち
　【建設工事・測量コンサル1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さら

　　畳付期閥2111Ell斜㌔3∫1M口1斜※ヒ・r1・祝II除く　　いへ

拙書紺轍適齢様式など　　　　　　　目
　　提出・問合せ　市管理課契約梗査係1廿㍑一2111内線望44D

」

史文化i、るさとのもっと知りたい
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報

　
巣
引

よ
建

怖
噸

撒記録＝

と人とが

交わるところ

50分17抄
亀腹2D分弱あ［

陰嗣

　
線

陣
内

1御1二全教飢課

022一～［

61



　市では、第４次行政改革大綱・実施計画にあたり、市民の皆さまの意見を反映させるため「人吉市行政改
革市民意識調査」を実施しました。
　調査は、平成 19年９月に市内の満 20歳以上の男女 1,000 人を無作為に抽出して実施。回収の結果、有
効数 397人となっています。今回は、市民意識調査の一部を公表します。

問●※　　　は市民意識調査の問い番号

多数の人が必要性を感じているものの、現行の業務体制などについて様々な意見がありました。多かった意
見としては「男性は話しかけにくい」「課長・係長には話しかけにくい」「笑顔で対応してほしい」といった意
見がありました。

「フロアマネージャー」は必要だと思いますか？問18

必要である
必要でない

業務体制などを見直すべき
その他

わからない
無回答

0　　　　50　　　　100　　　150　　　200　　　250　　　300（人）

258
56

５
22
19

37

市民から見た「行政改革」 市民意識調査結果から

行政サービスが適度・過剰だという意見が 31％に対し、44.3％の人が不十分と考えています。男女別に見
ると、男性の方が満足度の割合が高いようです。年代別に見ると40・50 歳代に不十分との意見が多いのに
対し、70歳以上の 45.7％の人が適度と回答しています。

市の行政サービス水準についてどのように感じますか？問７

不十分である
やや不十分である

適度である
やや過剰である
過剰である
わからない
無回答

0　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　100　　　　120（人）

58
118

６
３

90
８

114

｝
｝
44.3％

58％の人が必要性を感じている反面、24％の人が不必要と感じているようです。年代別に見ると、20・30
歳代の70％以上が必要と回答しています。

「開庁時間延長」は必要だと思いますか？問13

多少の経費がかかっても必要である
経費がかかるので必要ない
他のサービスを充実してほしい

その他
無回答

0　　　　　50　　　　　100　　　　150　　　　200　　　　250（人）

229
96

22

29

21

58％

24％

「親切な対応をしてくれる」というプラスイメージが突出して多かった一方で、接客態度や前例踏襲に対する
批判が多く、相対的にはマイナスイメージの方が多いようです。年代別に見ると、30 〜 60 歳代の年齢層で
マイナスイメージが多かったのに対して、70歳以上の年齢層ではプラスイメージが比較的多くなっています。

市役所または市職員に対してどのような印象を持っていますか？（３つまで回答）問４

事務処理がてきぱきしている
仕事に積極的に取り組んでいる

親切な対応をしてくれる
時代にあった企画や発想ができる
少ない人材で一生懸命働いている

公平な取扱いをしている
市民の意見を良く取り入れている

仕事にあまり熱心でない
態度がおうへいである
サービス精神が足りない

縦割りで横の連携がとれていない
勉強不足である
コスト意識が低い

前例や慣習にこだわりすぎる
市民の意見があまり反映されない

その他
わからない
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プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ

　アンケートへのご協力ありがとうございました。市ホームページには詳
しい調査概要報告書を掲載しています。
　また、調査項目の「その他 自由解答欄」については、多くのご意見・
ご提言などが寄せられました。可能な範囲で、具体的な取り組み・対応・
考え方などを併せてホームページで公表していますので、どうぞご覧くだ
さい。

　今回の調査結果とご意見などを素直に受け止め、市民サービ
スの向上と新たな改革改善に取り組んでまいります。今後とも
市政発展のため、ご理解とご協力をお願いします。

【問合せ】市企画課行政改革推進係（☎２２−２１１１内線２３１２）
市ホームページ　http://www.city.hitoyoshi.kumamoto.jp

31％

（�）（�）



　

市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保

険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
新
規
）

の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
も
申
告
書
は
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、

申
告
が
必
要
な
方
は
左
記
の
面
接
相
談
日
程

の
対
象
町
内
の
日
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
２
月
１
日
に
配
付
し
ま
す
「
平
成
20
年

度
申
告
の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

申
告
会
場
は
、
市
別
館
大
会
議
室
で
す
。

詳
し
く
は
、
市
税
務
課
諸
税
係
（
☎
２
２–

２
１
１
１
内
線
１
１
７
５
・
１
１
７
６
）
へ

お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

【
質
問
①
】
所
得
っ
て
何
？
収
入
と
一
緒
じ

ゃ
な
い
の
？

【
答
え
①
】
所
得 

＝ 

収
入 

− 
必
要
経
費

　
収
入
と
は
、
例
え
ば
給
与
を
貰
っ
て
い
る

方
は
、
給
料
の
手
取
り
金
額
で
は
な
く
色
々

引
か
れ
る
前
の
金
額
で
、
自
営
業
の
方
は
、

総
売
り
上
げ
の
額
で
す
。

　

対
象
期
間
は
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
で
、

そ
の
間
の
総
額
で
す
。
収
入
を
得
る
た
め
に

は
経
費
が
か
か
る
の
で
、
収
入
か
ら
必
要
経

費
を
引
い
た
残
り
が
所
得
に
な
り
ま
す
。

　

公
的
年
金
等
の
雑
所
得
や
生
命
保
険
の
満

期
返
戻
金
な
ど
の
一
時
所
得
、
不
動
産
所
得

な
ど
も
同
様
で
す
。

　

な
お
、
給
与
や
年
金
の
経
費
は
、
家
事
に

使
う
分
と
必
要
経
費
の
区
別
が
困
難
で
簡
単

に
は
算
出

で
き
ま
せ

ん
の
で
、

収
入
に
応

じ
て
所
得

税
法
の
速

算
表
で
算

出
さ
れ
ま

す
。

【
質
問
②
】
所
得
控
除
っ
て
何
？

【
答
え
②
】
所
得
か
ら
生
活
に
必
要
な
経
費

を
差
し
引
く
制
度
で
す
。

　

同
じ
所
得
の
方
に
そ
の
ま
ま
課
税
す
る
こ

と
は
公
平
な
課
税
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
扶
養
親
族
が
あ
る
か
ど
う
か
、

社
会
保
険
料
な
ど
の
必
要
な
経
費
は
い
く
ら

か
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
な
事
情
を
考

慮
し
て
、
所
得
か
ら
生
活
に
必
要
な
経
費
を

差
し
引
く
制
度
が
所
得
控
除
で
す
。
所
得
控

除
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
を
担
う
力

の
差
に
よ
る
負
担
の
不
均
衡
を
調
整
し
、
よ

り
公
平
な
課
税
が
で
き
ま
す
。

【
質
問
③
】
所
得
税
と
住
民
税
の
違
い
は
？

【
答
え
③
】
所
得
税
は
国
税
、
住
民
税
は
地

方
税
で
す
。

　

所
得
税
は
、
１
年
間
に
得
た
全
て
の
所
得

と
そ
の
所
得
に
つ
い
て
の
税
金
を
源
泉
徴
収

（
天
引
き
）
や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
金
と

実
際
の
税
額
を
比
べ
、
過
不
足
を
翌
年
の
３

月
15
日
ま
で
に
、
確
定
申
告
に
よ
り
自
ら
申

告
し
精
算
し
て
国
に
納
め
ま
す
。

　

給
与
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
毎
月
一
定
の

額
を
源
泉
徴
収
（
天
引
き
）
さ
れ
、
12
月
に

会
社
で
年
末
調
整
に
よ
り
精
算
さ
れ
ま
す
。

　

住
民
税
は
申
告
書
や
給
与
支
払
報
告
書
、

年
金
支
払
報
告
書
な
ど
の
課
税
資
料
を
基

に
、
前
年
の
所
得
に
対
し
て
翌
年
人
吉
市
が

課
税
し
、
市
や
県
に
納
め
ま
す
。

　

市
や
県
は
皆
さ
ん
の
生
活
に
直
接
関
係
す

る
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
、必
要
な
経
費
は
、

広
く
一
般
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
住
民

税
に
は
地
域
の
会
費
の
性
質
を
も
つ
均
等
割

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
税
と
比
べ
て
所

得
控
除
の
額
も
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。

【
質
問
④
】
平
成
19
年
分
の
所
得
証
明
書
は

い
つ
も
ら
え
る
の
？

【
答
え
④
】
平
成
20
年
６
月
か
ら
発
行
で
き

ま
す
。

　
市
町
村
が
発
行
す
る
所
得
証
明
は
、
前
年

中
の
所
得
に
対
し
課
税
し
た
内
容
の
証
明
で

す
。
住
民
税
（
市
県
民
税
）
を
課
税
し
納
税

通
知
書
を
送
付
し
た
後
に
な
り
ま
す
の
で
、

人
吉
市
は
毎
年
６
月
か
ら
発
行
で
き
ま
す
。

【
質
問
⑤
】
人
吉
市
の
住
民
税
は
、
他
の
市

町
村
よ
り
高
い
の
で
住
み
に
く
い
。
ど
う
に

か
な
ら
な
い
の
？

【
答
え
⑤
】
住
民
税
は
全
国
的
に
標
準
税
率

で
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

人
吉
市
の
住
民
税
が
特
に
高
い
と
い
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
所
得
税
か
ら
の
税
源
移

譲
に
よ
り
、
平

成
19
年
度
か
ら

市
民
税
６
％
、

県
民
税
４
％
の

税
率
に
な
っ
て

い
ま
す
。

期　日 対象町内 時　間 期　日 対象町内 時　間
２月 13 日（水）鹿目、中神段山　【鹿目公民館】

午前９時

〜

午後３時

２月 26 日（火）上原田全町内、井ノ口

午前９時

〜

午後４時

正午から
午後１時
までは
受付のみ
行います

２月 14 日（木）
田野、高仁田

【田野活性化センター】
２月 27 日（水）下原田全町内
２月 28 日（木）合ノ原、鶴田、城本、駒井田

東・西大塚　【大塚公民館】 ２月 29 日（金）上・中・下林

２月 15 日（金）
矢岳　【岳寿館】 午前９時

〜正午
３月 ３ 日（月）宝来、上・下薩摩瀬

大野　【大野公民館】 ３月 ４ 日（火）相良、下城本、上・下永野

２月 18 日（月）
上・下新、南願成寺、土手、灰
久保、新、老神、寺、南、田、
上原、麓、原城、中城、富ヶ尾

午前９時
〜

午後４時

正午から
午後１時
までは
受付のみ
行います

３月 ５ 日（水）上・下戸越、矢黒
３月 ６ 日（木）西間上、蓑野
３月 ７ 日（金）古仏頂、木地屋、七地

２月 19 日（火）
北・南泉田、二日、五日、七日、
九日、大工、鍛冶屋、紺屋、
上・中・下青井

３月 10 日（月）西間下
３月 11 日（火）東間上・下
３月 12 日（水）鬼木

２月 20 日（水）大畑、大畑麓、上漆田 ３月 13 日（木）瓦屋

２月 21 日（木）赤池原、赤池水無、赤池水無外
園、蟹作、浪床

３月 14 日（金）北願成寺　※再度面接者

〈会場〉２月 13・14・15 日は【　】内。
　　　 18 日以降は市役所別館大会議室（西間下町）
※混雑解消のため、できる限り対象町内の申告日にご来場ください。

２月 22 日（金）上・下田代、下・東漆田
２月 25 日（月）温泉、中神全町内（段山を除く）

（

（

（

（

申告受付と面接相談日程

期　日　２月５日（火）、６日（水）
時　間　午前の部＝午前９時 30 分〜
　　　　午後の部＝午後１時 30 分〜
場　所　カルチャーパレス２階 第２会議室
持参していただく書類など
①送付された申告書など（送付がない場合は、会場
　で交付します）
②筆記用具（ボールペン）、計算用具
③平成 19 年分公的年金などの源泉徴収票
④他の給与所得がある方は平成 19 年分源泉徴収票
　（中途退職した方など）
⑤健康保険料（税）、生命保険料、地震保険料などの
　支払証明書など
⑥申告する方のご利用金融機関名、支店名、口座番
号が分かるもの
⑦当日申告書を提出する方は印鑑
問合せ　人吉税務署個人課税第１部門
　　　　（☎２３−２３１３）

　確定申告の時期が近づいてきました。平成 19 年
分の所得税の確定申告期間は、２月 18 日（月）か
ら３月 17 日（月）までです。
　所得税は、あなた自身が所得金額や税額を正しく
計算して納税する申告納税制度をとっています。所
得金額や税額を正しく計算し、申告と納税は期限内
にお済ませください。
　確定申告書の提出は、郵送などでも受け付けてい
ます。また、ホームページを利用して作成すること
もできます。申告期限が近くなると、税務署の窓口
が混雑することも予想されます。お早めに申告をお
済ませください。
※ｅ−Tax の開始届出書を提出している方は、税務署
から通知された記号番号などの通知書と電子証明書（住
基カード）をお持ちになると、税務署会場や年金受給
者説明会会場で電子申告により申告ができます。
問合せ　人吉税務署（☎２３−２３１１）
国税庁 HP　http://www.nta.go.jp

＝税務署からのお知らせ＝

確定申告はお早めに！
〜申告書はご自分でご記入を〜

〜年金受給者のための〜

確定申告書作成説明会
ぜひご参加ください！
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１月の週間プログラム

☎０９６–３８５–３３００

月曜日＝血液型はいつ検査を

　　　　すればいいの！

火曜日＝骨粗鬆症の新しい知識

水曜日＝加齢黄
おうはんへんせいしょう

斑変性症とは

木曜日＝歯磨き剤の選び方

金曜日＝ハンセン病はうつるの？

土曜日・日曜日＝性行為と感染症

「性のこと考えよう」シリーズ

●朝９時〜翌朝９時

●曜日ごとに日替わりで、同じ

内容のテープが聞けます。

主催　熊本県保険医協会

（☎０９６ー３８５ー３３３０）

ホームページ

http://www.khk-dr.jp

　モシモシ
健康情報
☎

☎

◆ 税・料金

　事業用償却資産の所有者の方は、
１月１日現在で所有する償却資産につ
いて市長に申告しなければなりません。
申告締切　１月31日（木）
対　象　構築物・機械・装置・船舶・
車両運搬具・備品・農業用機械など
　あてはまる方は、期日までに申告
してください。
問合せ　市税務課資産税係

（☎２２–２１１１内線１１７１）

固定資産税の償却資産
申告は１月31日までに！

２月の乳幼児健診日程
（場所／保健センター）

健 診 対　象　者 日 程
３　歳 平成16年11月生 ５日㈫
３か月 平成19年10月生 14日㈭
６か月 平成19年７月生 19日㈫
1歳 6 か月 平成18年7月生 26日㈫

◆健　　康

受付時間
３ 歳 児＝午後１時〜１時 20 分
そのほか＝午後１時 10 分〜１時 30 分
※母子健康手帳、バスタオル、３歳
児は尿もお持ちください。
問合せ　市保健センターすこやか
子育て係（☎２２– ２１１１内線
６２３１）

対 象 者　市内在住の成人（65歳までの方）
内　　容　ボール（直径26センチ）と踏み板
　　　　　を使い、身体の機能を回復する運動
募集人員　昼の部・夜の部各25人
　　　　　※先着順、定員になり次第締め切ります。
講　　師　福島 留美先生
　　　　　（スポーツインストラクター）
受 講 料　１，０００円（ボール・踏み板）
会　　場　東西コミセン和室１・２
募集期間　１月21日（月）〜 31日（木）
申込方法　下記申込先へお越しいただくか、電話でお申し込みください。
　　　　　（土日除く）郵送による申し込みは受け付けていません。
申込・問合せ　市社会教育課生涯学習係
　　　　　　　（☎２２–２１１１内線５２３６・５２３７）

コース 受 講 日 時 間

昼の部 ２月７日（木）、14日（木）
　　21日（木）、28日（木）全４回 午後２時30分〜４時

夜の部 ２月７ 日（木）、14日（木）全２回 午後７時〜８時30分

疲れたカラダと脳を元気にする

ボール★エクササイズ

　これまで75歳以上の方が加入していた「老人医療制度」が、４月から「後期高齢者医療制度」

に変わります。この制度を運営するのは「熊本県後期高齢者医療広域連合」で、県内の全市

町村が加入します。保険料は個人単位で賦課され、年金からの差し引きか納付書で納めてい

ただくことになります。

市保険年金課

老人医療係

内線 1225・1226

老
人
医
療
だ
よ
り 

　保険料は、被保険者一人ひとりにかかる均等割額と、被保険者の前年の所得に応じて算定

する所得割額（基礎控除後の総所得金額等×所得割率）との合計となります。この均等割額

と所得割率は熊本県内で原則均一となり、２年ごとに見直しがあります。

保険料はいくら払うの？

※後期高齢者医療保険料の賦課限度額は、１人あたり50万円となります。

保険料の軽減は？

①国民健康保険と同様に、所得が少ない被保険者の方には、世帯の構成人数および世帯の総所得金額等により、均等

　割額の７割、５割、２割の軽減があります。

②被用者保険（いわゆる社会保険）の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度加入時から２年間、所得割額が賦

　課されず、均等割額が５割軽減されます。また、平成20年度に限り、さらに均等割額が軽減されます。

保険料の納付方法は？

熊本県の平成20 〜 21年度の保険料率

所 得 割 率

８．62％

１人あたりの均等割額

４６，７００円

※県内１人あたりの平均保険料額・・・７７，６００円

年金受給額が年額18万円以上あり、後期

高齢者医療保険料と介護保険料との合算額

が年金受給額の２分の１を超えない方

年金から差し引き

特 別 徴 収

社会福祉協議会
心配事法律相談所

　生活上の法律に関する相談に応じ
られるよう、司法書士会のご協力を
いただいています。秘密は厳守されま
すので、お気軽にご相談ください。
期　日　２月７日（木）※要予約
時　間　午後１時30分〜４時
場　所　市総合福祉センター
問合せ　市社会福祉協議会
　　　　（☎２４–９１９２）

◆ 相　　談

無料調停相談会
期　日　２月13日（水）
時　間　午前10時〜午後３時
場　所　カルチャーパレス
　　　　コミュニティ棟会議室
相談内容　金銭問題、土地・建物問
題、家庭・家族問題、そのほか

相談員　人吉調停員10人
※相談が多数の場合は、お断りする
ことがあります。
問合せ　熊本県調停協会連合会事務
局（熊本家庭裁判
所内　☎０９６–
３５５–６１２１）

後期高齢者医療制度の
保険料が決定しました

普 通 徴 収
①年金受給額が年額18万円未満の方

②後期高齢者医療保険料と介護保険料との

合算額が年金受給額の２分の１を超える方

納付書または口座振替により納付

（�）（�）

くらしの情報



広報こよみ

20日㈰

25日㈮

27日㈰
 

１日㈮

●電話番号

市役所（代表）	 ２２‐２１１１

カルチャーパレス	 ２４‐３３１０

スポーツパレス	 ２２‐１６８８

水道局	 ２２‐５４９７

保健センター	 ２４‐８４２０

石野公園	 ２２‐６７００

１月の納税
市・県民税（第４期）

国民健康保険税（第７期）

介護保険料（第７期）

【納期限】１月 31日（木）

　納め忘れがないよう、お早めに、最

寄りの金融機関などで納めてください。

　納税には便利で確実な口座振替

をご利用ください。納税通知書・通

帳・通帳印を持って市納税課（⑥番

窓口）・金融機関、郵便局でどうぞ。

問 合 せ　市納税課（☎２２‐

２１１１内線１１６２・１１６３）

〔１　月〕
第２回ひとよし福祉まつ
り（カルチャーパレス）
人権同和問題講演会

（カルチャーパレス）
チャレンジキッズスクエ
アinくまもと（スポーツ
パレス、10：00 〜）
〔２　月〕
広報配布日、「人吉球磨
は、ひなまつり」スター
ト（〜３月31日）

本人確認のため身分証明書を
お持ちください

市民環境課・税務課・納税課の窓

口で、証明書などを交付請求され

る際は『本人確認』を行っており

ますので、運転免許証などの身分

証明書をお持ちください。

問合せ　市民環境課（内線 1212）

　　　　税　務　課（内線 1175）

　　　　納　税　課（内線 1162）

国立福岡視力障害センター
就労移行支援利用者募集

　パラリンピック北京大会出場選手選
考に当たっての参考となる大会です。
参加資格　平成19年度「日本身体
障害者陸上競技連盟」、「全日本ろう
あ連盟」、「日本盲人マラソン協会」
のいずれかに登記・登録している方

（参加料＝１人2,000円）、または県
内在住の身体障害者の方（参加料＝
１人3,000円）
期　日　３月16日（日）
時　間　午前９時〜午後４時
会　場　県民総合運動公園陸上競技
場（ＫＫWＩＮＧ）
申込締切　２月８日（金）
※競技種目など詳しくは、下記へお
問い合わせください。
申込・問合せ　熊本県障害者スポー
ツ・文化協会事務局（☎０９６–
３８３–６５５３、�０９６–３８３
–６５５４）

所在地　国立福岡視力障害センター
（福岡県福岡市西区今津4820–１）
応募資格　身体障害者手帳の交付を
受けた18歳以上65歳未満の視覚に
障害のある方で高等学校卒業と同等
以上の学力があると認められる方
募集課　あんまマッサージ指圧、は
り、きゅう科専門課程（修業年限３年）
募集締切　２月15日（金）
申込・問合せ　 国 立 福 岡 視 力 障
害 セ ン タ ー（ ☎ ０ ９ ２–８ ０ ６–
１３６１）

　市教育委員会では、小・中学生が
いる家庭で経済的に困っている世帯
に対し、学用品費・給食費・修学旅
行費などを援助しています。
対象者　市内在住で生活保護法の要
保護世帯と同程度の生活に困ってい
る次の項目にあてはまる世帯
①生活保護の停・廃止 ②市民税・
個人事業税・固定資産税・国民年金
保険料・国民健康保険税の非課税ま
たは減免 ③児童扶養手当を受けてい
る ④生活福祉資金を借りている⑤収
入が不安定で少ない ⑥災害や長期
療養など特別の事情で生活が苦しく、
学校費用の支払いに困っている
申込先　民生児童委員
※申し込みには、就学援助申込書と各
種証明、民生児童委員の意見書が必
要です。また、現在就学援助を受けて
いる方も、新たに申し込みが必要です。
問合せ　市学校教育課教育係

（☎２２–２１１１内線５２２２）

くらしの

LIFE 
INFORMATION 情報

対象者　市内在住のおおむね60歳
以上の方
出品種目　書（半切以下）、絵画（60
号まで）、写真、陶芸、手芸、人形、 
木工品など（未発表作品に限ります）
応募方法　老人趣味の家備え付けの
出品申込書に必要事項を記入のう
え、提出してください
締　切　２月14日（木）
展示期間　２月29日（金）〜３月２日（日）
展示時間　午前10時〜午後５時
※３月２日は午後３時まで
展示場所　イスミ本店地階ギャラ
リー（九日町）
※審査は行いません（参加賞のみ）
問合せ　老人趣味の家
　　　　（☎２３–３９２７）

平成 20 年度
就学援助制度

『高齢者作品展』
作品募集

◆ お知らせ

◆ 募　　集

九州チャレンジ
陸上競技選手権大会

市子育て支援センター
「うぉ〜む・はあと」２月のご案内

　時間はいずれも午前10時〜 11時
30分です。
【園開放】（場所：うぉ〜む・はあと）
５ 日（火）２歳児以上
　　　　　　（体を動かそう）
６ 日（水）１歳児（　　 〃 　　）
８ 日（金）０歳児（　　 〃 　　）
19日（火）親子エアロビ
26日（火）異年齢園開放
【特別行事・出前保育など】
13日（水）特別行事（ひなまつり料理）
22日（金）特別行事

観光サポーター養成コース

受講生募集
日　程　２月12日（火）〜 14日（木）
時　間　午前10時〜午後３時
研修場所　人吉球磨能力開発セン
ター会議室、宿泊施設、現地
内　容　人吉球磨の歴史・文化・観
光講話・接客・接遇実習など
定　員　10人程度
受講料　無　料
持参品　筆記用具・弁当（外食可）
申込方法　住所、氏名、年齢、電話
番号を明記しFAXでお申し込みくだ
さい。
申込締切　２月６日（水）
申込先　
人吉温泉旅館組合（�２３–５６８５）
人吉球磨能力開発センター
　　　　　　　　 （�２２–２６５６）
問合せ　人吉球磨能力開発センター
　　　　　　　（☎２２–２４７５）

　託児サービス、手話通訳、要約筆
記がありますので、お気軽にご参加
ください。※会場ロビーで人権に関
するパネル展などを行います。
期　日　１月25日（金）
時　間　午後１時30分
　　　　開場＝午後０時30分
場　所　カルチャーパレス小ホール
演　題　「違いを尊重し、共に生きる」
講　師　ジョエル・アソグバ氏

（絵本作家、イラストレーター、外
国語講師）
入場料　無　料
問合せ　熊本県人権センター

（☎０９６–３３３–２２９９）
http://www.pref.kumamoto.jp/
kikan/jinkencenter/

人権同和問題講演会

（子育て講演「しつけの重要性」）
28日（木）出前保育
　　　　　（場所：東西コミセン）
申込・問合せ　市子育て支援セン
ター「うぉ〜む・はあと」（さざな
み保育園内・西瀬小南側）（☎２２–
７１７７）

障害者オセロ大会
参加者募集

期　日　３月22日（土）
時　間　午前10時30分開会
会　場　熊本県身体障害者福祉セン
ター（熊本市長嶺南２–３–２）
参加資格　県内在住の障害者
競技方法　個人戦
参加費　１人500円
募集人員　先着50人（定員になり
次第締め切ります）
申込締切　２月29日（金）
申込・問合せ　熊本県障害者スポー
ツ・文化協会（☎０９６–３８３
–６ ５ ５ ３、�０ ９ ６–３ ８ ３–
６５５４）

球磨地域振興局
臨時職員（事務補助）募集

申込締切　１月25日（金）
試験日　２月９日（土）
　詳しくは、熊本県ホームページ（採
用案内）または試験案内でご確認く
ださい。
申込書請求・問合せ
熊本県球磨地域振興局総務振興課

（☎２４–４１１１）
http://www.pref.kumamoto.jp/

趣味の講座
エコクラフト短期講座

受講資格　市内在住のおおむね60
歳以上の方
募集人員　男女20人（定員を超え
た場合は抽選）※初心者限定
※だたし、今年度「趣味の講座」「レ
クリエーションダンス短期講座」「第
２回伝承料理短期講座」受講生は除
きます。
募集締切　１月31日（木）
受講料　無料（材料費は自己負担）
持参品　はさみ、千枚通し、洗濯ば
さみ（20個程度）
内　容　古紙などで作った紙バンドを
使って、バスケット・小物入れなどの製作
講　師　吉村 照代先生
受講日　２月８日（金）〜 29日（金）
までの毎週金曜日（全４回）
時　間　午後１時30分〜３時30分
会　場　老人趣味の家
申込方法　電話またはFAXで住所、
氏名、生年月日、電話番号をお知ら
せください。
申込・問合せ　市保健センターいき
いき高齢係（☎２２–２１１１内線
６２０１、�２４–７７７４）
老 人 趣 味 の 家（ ☎・ � ２ ３–
３９２７）

※一部取り扱えない業務があり
ます。不明な点は事前に担当課

市役所開庁延長日

■開庁時間　午後７時まで

■対象窓口　庁舎１階下記の課

※�一部取り扱えない業務がありま

す。不明な点は事前に担当課ま

でお問い合わせください。

毎週月曜日と木曜日
（休日の場合は実施しません）

◆市民環境課　◆福祉課

◆介護障害課　◆税務課

◆保険年金課　◆納税課
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人吉市の人口と世帯数

平成 19 年 12 月末日現在

（住民基本台帳から）

人　口　36,907 人（ー 20 人）

　　男　17,031 人（− 15 人）

　　女　19,876 人（ー  5 人）

世帯数　15,666 世帯

（− 13 世帯）

※（　）は前月比

編集・発行
　〒868-8601　熊本県人吉市麓町16番地
　人吉市役所企画部情報課
　☎（0966）22-2111
　ＦＡＸ（0966）24-7869
【ホームページアドレス】
　http://www.city.hitoyoshi.kumamoto.jp
【E-メールアドレス】
　info@city.hitoyoshi.lg.jp

第８５８号
（平成20年１月15日）
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 広 報 広 報 編 集 後 記

連
載
【
人
吉
球
磨
の
民
話
・
伝
承
話
集
第
二
巻
】

＝ 

其
の
六
十
九 

＝

※
本
連
載
は
、
人
吉
球
磨
の
民
話
・
伝
承
話
集

第
二
巻
「
九
州
相
良
川
水
む
か
し
が
た
り
」
の

中
か
ら
、
原
文
の
と
お
り
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
冊
子
は
市
図
書
館
（
☎
二
四

‐
三
五
一
八
）
で
一
冊
一
，
二
０
０
円
で
販

売
し
て
い
ま
す
。

川
内
殿
は
「
し
て
や
っ
た
り
」

　

こ
れ
で
、
一
件
落
着
、
夜
の
と
ば
り
が

お
り
た
ゲ
ナ
。

那
須 

輝
男挿絵　坂本福治

抜
き
の
酒
盛
り
で
、そ
ら
あ
も
う
、ド
ン
チ
ャ

ン
騒
ぎ
に
な
っ
た
ゲ
ナ
。
数
刻
た
っ
て
、
や

が
て
お
日
さ
ん
も
西
へ
傾
き
か
け
た
。
そ
の

頃
合
い
を
見
て
と
っ
た
小
川
内
殿
、
や
お
ら

動
き
は
じ
め
た
。

　

ま
ず
、
椎
葉
殿
と
野
々
平
殿
に
目
く
ば
せ

し
て
合
図
し
た
後
、
板
木
殿
の
左
右
に
ヒ
ロ

ギ
か
ら
連
れ
て
来
た
良
か
お
な
ご
（
酌
女
）

を
は
べ
ら
せ
、
と
っ
て
お
き
の
ど
ぶ
ろ
く
酎

ち
ゅ
う

を
、
立
て
続
け
に
飲
ま
せ
な
が
ら
、
境
界
話

ば
切
り
出
し
た
ゲ
ナ
。

　

折お
り

し
も
、
お
日
さ
ん
は
水み

ず
し
だ
に

清
谷
の
山
向

こ
う
に
沈
ん
で
い
く
。
こ
の
時
と
ば
か
り

小
川
内
殿
、
大
声
で
、「
板
木
殿
、
俺
ん
と

と
、
お
主ぬ

し

ん
と
の
境
は
、
あ
の
お
日
さ
ん
の

当
た
っ
て
い
る
所
に
決
め
よ
う
じ
ゃ
な
か

な
ぁ
ー
。
上
ん
方
は
夕
方
に
な
っ
て
も
あ

ぎ
ゃ
ん
日
当
り
が
良
か
ー
。
下
ん
方
は
す
ぐ

陰
に
な
っ
で
わ
か
ら
ん
バ
イ
」

　

へ
べ
れ
け
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
板
木
殿
、
う

つ
ろ
な
す
わ
っ
た
目
で
、
わ
が
板
木
ん
山
ば

見
や
り
な
が
ら
、「
う
ん
、
よ
か
よ
か
、
下

ん
方
は
す
ぐ
陰
に
な
っ
て
わ
か
ら
ん
た
い
」

　

こ
の
決
定
に
、
野
々
平
殿
も
椎
葉
殿
も
目

を
白
黒
開
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
ん
じ
ゃ
っ
た

ゲ
ナ
。

　

こ
う
し
て
、
生
き
証
人
が
二
人
い
て
、
小

夕
焼
け
境
界

　

昔
、
川
内
に
ゃ
、
小お

ご
う
ち
ど
ん

川
内
殿
、
野
々
平
殿ど

ん

、

椎
葉
殿ど

ん

、
板
木
殿ど

ん

と
い
う
、
小
分
け
し
た
旦
那

殿ど
ん

達
の
お
ら
い
た
ゲ
ナ
。
中
で
も
、
小
川
内
殿

と
板
木
殿
は
、
い
つ
も
は
仲
が
ふ
う
き
ゃ
ん
良

か
っ
た
げ
な
い
ど
ん
、
事
、
境
の
話
に
な
る
と
、

二
人
共
口こ

う
か
く
あ
わ

角
泡
を
飛
ば
す
、
な
か
な
か
後
に
引

か
な
い
実
力
者
じ
ゃ
っ
た
と
か
。

　

そ
こ
で
、
小
川
内
殿
、
熟

じ
ゅ
く
り
ょ
慮
に
熟
慮
を
重

ね
一い

っ
け
い計
を
編
み
だ
し
た
。
そ
の
一
計
と
は
、

小
川
内
殿
の
肝き

も

い入
り
で
一
筆
書
状
を
認

し
た
た

め
、

板
木
殿
、
野
々
平
殿
、
椎
葉
殿
そ
れ
ぞ
れ
に

使
者
を
た
て
た
、
そ
の
書
状
の
内
容
は
・・・・

　

『
来き

た

る
九
月
十
六
日
は
、
山
ん
神
祭
り
で

ご
わ
す
。
今
年
は
例
年
に
な
く
五ご

こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

穀
豊
穣
に

し
て
、
領

り
ょ
う
み
ん
そ
く
さ
い

民
息
災
の
砌

み
ぎ
り

、
皆
寄
り
合
う
て

一い
っ
ぱ
い杯
飲
み
も
う
そ
う
か
。場
所
は
野
々
平
殿
、

貸
し
て
く
だ
ん
し
よ
う
』

　

か
く
て
、
小
川
内
殿
の
使
者
に
接
し
た
各

旦
那
衆
、
飲
む
こ
と
に
ゃ
み
ん
な
諸も

ろ

て手
を
あ

げ
て
同
意
の
ゼ
ス
チ
ャ
ー
。

　

帰
っ
て
来
た
使
者
の
話
を
聞
い
た
小
川
内

殿
、
あ
ら
ん
方
ば
見
て
ほ
く
そ
笑
み
。

　

待
ち
に
待
っ
た
そ
の
日
、
山
ん
神
祭
り
が

き
た
。

　

天
高
く
馬
肥
ゆ
る
日ひ

よ

り和
じ
ゃ
っ
た
。
昼
飯

　2008年を迎えて初めての「広報ひとよ
し」発行です。今年も市からの情報を分
かりやすくお伝えできるよう、また、市民
の皆さんの笑顔をたくさん掲載できるよ
う頑張りますので、どうぞよろしくお願い
いたします。
　さて、今回の表紙は「おみくじ」。子ど
もたちは一年の願いを込めてしっかりと
笹の葉におみくじを結んでいました。今
年も良い年になるといいですね！（あすか）
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